
1 

一般競争入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

  平成２３年１０月７日 

 

契約行為者 日本赤十字社鹿児島県支部 

支部長 伊藤 祐一郎 

 

１．競争入札に付する事項 

（１）業 務 名 

日本赤十字社鹿児島県支部「特別養護老人ホーム錦江園」改築工事に係る設計・監理

業務 

（２）業務場所 

鹿児島県鹿児島市平川町２５３０－１ 

   都市計画条件等：市街化調整区域、建ぺい率５０％、容積率８０％ 

（３）業務内容 

ア 業務場所に改築する全ユニット型特別養護老人ホームの基本設計、実施設計及び監

理業務 

  イ 改築期間中の移転先に建築するプレハブ施設に係る設計・監理業務 

  ウ 業務場所の既存建物の解体に係る監理業務 

  エ 関係官公署との連絡調整及び各種法令手続き等 

（４）工事概要 

   入所定員 ７０床及びショートステイ２床 

敷地面積 １４，１４５．８６㎡（４２７９．１２坪）(一部未確定) 

   延床面積  ４，６００㎡（予定） 

   建築構造 ＲＣ造、地上５階建〔耐震構造〕（予定） 

    ※ 詳細については入札説明書を参照のこと。 

（５）設計・監理期間 

  ア 基本設計・実施設計期間 

    契約締結日から平成２４年８月まで（予定） 

  イ 監理期間(工期) 

平成２４年９月から平成２６年１月まで（予定） 

（６）その他 

  ア 今回の改築にあたって、鹿児島市の補助金を申請中であるが、補助金が承認されな

かった場合は、設計業務を中止する場合がある。 

  イ 都市計画法第３４条に基づく開発審査会で、開発許可が承認されなかった場合は、

設計業務を中止する場合がある。 

  ウ 補助金申請に際し、建築の概要について関係当局と協議し、計画図面等を提出済み

であるため、居住空間の配置については、大規模な変更は認められない場合がある。 
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２．競争入札参加資格 

  次に掲げる要件を満たしている者により構成されている設計共同体（以下「共同体」と

いう。）であること。 

（１）共同体としての結成要件 

  １）自主的に結成された共同体であること。 

  ２）共同体の構成員は２者とすること。 

３）共同体の構成員は、本件業務にかかる他の共同体の構成員としての本件競争入札へ

の参加はできないこと。 

４）本件業務の履行に必要な要員を担当チームに配置できる者であること。 

（２）共同体の各構成員の共通資格要件 

１）建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建

築士事務所登録簿に登録された者であること。 

２）一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、「日本赤

十字社指名停止等の措置基準」に基づき日本赤十字社から、又は鹿児島県内で行われる設

計・監理業務の不正行為等に基づき鹿児島県若しくは国からの指名停止等の措置を受けて

いないこと。 
なお、鹿児島県及び国において同一の不正行為等によって指名停止期間が異なる場

合は、そのうち早期に指名停止等が終了する期間を対象とした上で、上記申請書の提

出期限の日から開札の時までの期間に指名停止等の措置を受けていないこと。 

３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の

申立てがなされている者でないこと。 

４）競争入札に参加することができない者 

ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

イ 次の各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者 

（ア）契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物件の

品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

（イ）競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

（ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（エ）監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 

（オ）正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者 

（カ）契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

（キ）前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当

たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者 

（３）共同体の代表構成員の資格要件 

  １）構成員のうちで出資比率が最大であること。 

  ２）日本赤十字社本社（東京都港区）、日本赤十字社鹿児島県支部又は特別養護老人ホー

ム錦江園の競争入札参加資格の資格等級において、設計・測量の「６０２ 建築設計･

監理」でＡ等級の認定を受けていること。 
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３）平成１３年４月１日以降に完成し、引渡しが済んでいる指定介護老人福祉施設で以

下に示す工事と同規模以上の新築工事に係る設計・監理業務の実績を有すること。 

     地上２階建以上で、かつ延床面積３，０００㎡以上 

４）併せて、平成１３年４月１日以降に完成し、引渡しが済んでいる「ユニット型特別

養護老人ホーム」の建築に係る設計・監理業務の実績を有すること。 

（４）共同体の第２構成員の資格要件 

１）日本赤十字社鹿児島県支部又は特別養護老人ホーム錦江園の競争入札参加資格の資

格等級において、設計・測量の「６０２ 建築設計･監理」で、Ｂ等級以上の認定を

受けていること。 

２）出資比率が１０％以上であること。 

  ３）鹿児島県内に本社（本店）を有すること。 

 (５) 次に掲げる基準を満たす配置予定技術者（管理技術者及び担当主任技術者）を当該業

務に配置できること。 

また、担当主任技術者は、建築担当、電気担当、機械担当ごとに１名配置すること。 

なお、管理技術者は、担当主任技術者（建築担当）を兼務することができる。 

１）【管理技術者】 

ア 下記に示す業務の実績を有すること。 

平成１３年４月１日以降に上記２（３）の３）、４）に掲げる建築物の新築、増築

もしくは改築工事の監理業務又は実施設計業務。 

なお、対象工事の建築物が、申請書及び資料の提出期限までに完成・引渡しが済

んでいるものとする。 

イ １級建築士の資格を有する者であること。 

ウ 競争入札に参加する者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

２）【担当主任技術者】 

ア 延べ面積１，０００㎡以上の指定介護老人福祉施設、または医療施設の新築、増

築もしくは改築工事の監理業務又は実施設計業務の経験を有すること。（建築担当

は建築、電気担当は電気、機械担当は機械としての経験を有すること。） 

なお、いずれの業務とも対象工事の建築物が、申請書及び資料の提出期限までに

完成・引渡しが済んでいるものとする。 

イ 競争入札に参加する者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

 

３．入札手続等 

（１）担当部署 

所 在 地：〒８９１－０１３３ 鹿児島県鹿児島市平川町２５３０－１ 

施 設 名：日本赤十字社鹿児島県支部 特別養護老人ホーム錦江園 

担 当 者：事務長 原田 明 

Ｔ Ｅ Ｌ：０９９－２６１－２７８９ 

Ｆ Ａ Ｘ：０９９－２６１－２７８８ 

 メ ー ル：ｋｉｎｋｏｅｎ－ｒｃ＠ｐｏ．ｍｉｎｃ．ｎｅ．ｊｐ 
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（２）入札説明書の配付期間及び場所 

期  間：平成２３年１０月７日（金）～平成２３年１０月２１日（金） 

     土曜及び日曜・祝日を除く１０時００分から１６時３０分まで 

場 所：上記３（１）に同じ。 

なお、次の場所でも同様に配付する。 

所 在 地：〒８９０－００６４ 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１－５ 

施 設 名：日本赤十字社鹿児島県支部 

担当部署：総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ：０９９－２５２－０６００ 

Ｆ Ａ Ｘ：０９９－２５８－７０３７ 

（３）本業務に係る一般競争入札参加資格確認申請書及び添付資料の提出期間及び場所 

   期  間：平成２３年１０月７日（金）～平成２３年１０月２１日（金） 

土曜及び日曜・祝日を除く１０時００分から１６時３０分まで 

場  所：３（１）に同じ。 

提出方法：上記日時、場所に持参により提出すること。 

（４）入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法 

日 時：平成２３年１１月１１日（金）１３時３０分から 

場 所：日本赤十字社鹿児島県支部 ４階 赤十字教室 

         鹿児島県鹿児島市鴨池新町１－５ 

ＴＥＬ：０９９－２５２－０６００ 

提出方法：入札書は上記日時、場所にて持参により提出すること。郵送又はＦＡＸに

よる入札は認めない。 

 

４．その他 

（１）入札保証金及び契約履行保証 

ア 入札保証金   免除とする。 

イ 契約履行保証  免除とする。 

（２）入札の無効 

本公告に示した競争入札参加資格のない者の入札、一般競争入札参加資格確認申請書

及び添付資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効

とする。 

（３）落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（４）手続における交渉の有無 無。 

（５）契約書作成の要否    要。 

（６）関連情報を入手するための照会窓口  上記３（１）に同じ。 

（７）競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２（３）の２）または、２（４）の１）に掲げる競争参加資格の認定を受けてい

ない者は、上記３（３）により一般競争入札参加資格確認申請書及び添付資料を提出す

ることができるが、競争に参加するためには、開札の時において、上記２（３）の２）
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または、２（４）の１）に掲げる競争入札参加資格審査の認定を受けていなければなら

ない。 

（８）本件競争入札に参加する資格があると確認された者に、経営、資産、信用の状況の変

動により契約の履行がなされていないおそれがあると認められたる事態が発生したとき

は、当該資格の確認を取り消すことがある。 

（９）詳細は入札説明書による。 


